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計画策定の背景と位置づけ

◆「こども基本法」とは

◆「子どもの権利条約」とは

　本区では、平成27（2015）年に「第一期中央区子ども・子育て支援事業計画」を策定し、安心して子ども
を産み育てていける環境づくりや子育て支援策を総合的に推進してきました。
　全国的に少子化が急速に進行し、国による「こども基本法」の制定や「こども大綱」の策定などを通じた

「こどもまんなか社会」の実現に向けた取組が講じられる中、本区においても、子ども・若者や子育て家庭
が抱えるさまざまな課題を包括的に支援し、中央区らしい子どもまんなか社会の実現に取り組むため、
令和７(2025)年度から令和11（2029）年度までの５年間で区が取り組むべき子ども・子育て支援施策
を示す「中央区こども計画(第三期中央区子ども・子育て支援事業計画)」を新たに策定しました。
　この計画は、こども基本法に基づく「市町村こども計画」に
位置づけています。また、「中央区基本構想」、「中央区基本計画」
をはじめ、保健・医療・福祉の総合計画である「中央区保健医療
福祉計画」の個別計画として、国・都・区の関連する計画等と
整合性のある計画とします。

　「こども基本法」（令和５年４月施行）は、日本国憲法及び子どもの権利条約の精神にのっとり、すべての
子どもや若者が、将来にわたって幸せな生活ができる「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。
　同法では、市町村に「こども計画」を策定することを努力義務にしており、策定にあたっては子どもや子育て当事者の
意見を反映するように定めています。本区においても計画策定にあたっては、アンケートやパブリックコメントを通して、
子どもや子育て当事者の意見を把握し、計画に反映しました。

　「子どもの権利条約」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために、平成元（1989）年に定め
られた条約であり、子どもの権利を尊重し、実践していく上で大切な「４つの原則」を示しています。
また、同条約の18条では、子どもを育てる責任は、まずその親（保護者）にあり、国はその手助けをするとしています。

計画の基本理念

計画の方向性

　子ども（若者を含む）は未来を担う、かけがえのない存在です。子どもを育てる親、子育て・教育関連従事者、
地域、企業・団体、行政等の誰もが子どもを育み、子どもの成長に喜びや生きがいを感じ、自らも成長して
いくことを目指すため、計画の基本理念を定め、中央区らしい子どもまんなかのまちづくりを進めます。

　本計画を実行するため、新たに次の５点の方向性を定め、子ども・子育て施策を展開していきます。

　子どもが権利の主体として多様な人格・個性として尊重されるとともに、子どもが互いの人権を尊重し、豊かな心
を育んでいけるよう、子どもの権利の啓発に取り組むとともに、子どもへの相談、地域・社会への参画機会の充実等
に取り組み、子どもの成長と活動を応援します。

方向性1 子どもの成長と活動を応援します

　子ども・若者が心身ともに健やかに成長できるよう、関係機関が連携し、児童虐待の防止と総合的な支援、子ども
の貧困と格差の解消、ひとり親家庭やヤングケアラー等の配慮が必要な家庭への支援に取り組み、すべての子ども・
若者が幸せな状態で成長できるようにします。

方向性3 特に配慮を必要とする子どもと家庭を支援します

　妊娠前から妊娠・出産、乳幼児期、学童期、思春期、青年期のすべてのライフステージを通して、縦断的に切れ目の
ない支援ができるよう、母子保健分野と子育て支援分野が連携し、多様な子育て支援サービスのさらなる充実や
子どもの居場所づくりに取り組みます。

方向性2 子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

　若者が地域のなかで成長・自立し、他者と連携・協働しながら社会を生き抜き、活躍していけるよう、地域での交流
や活動の中で力を発揮し、ライフデザインを描き、自己決定ができるためのさまざまな情報提供や環境づくり
を進めます。あわせて、生きづらさを抱える若者の支援に取り組みます。

方向性4 若者が成長・活躍できる環境をつくります

　家庭はすべての教育の出発点であり、重要な役割を担っていることから、各家庭の自主性を尊重
しながら、家庭・地域・学校・関係機関が連携し、親が子どもと真剣に向き合い子どもを健やかに育む

「親力」を高めていく必要があります。そのため、家庭教育の充実や地域での子ども・子育て支援等
を通じた地域・社会の連携・協働により、子どもの育ちを支援していきます。

方向性5 地域・社会全体で子ども・若者を育む力を高めます

子どもも育む人も誰もが笑顔輝き、
自分らしく成長できるまち 中央区

計画の進捗管理
　本計画の点検、評価にあたっては、各年度において、中央区子ども・子育て会議を定期的に開催し、本計画に
基づく施策の実施状況等について報告し、見直し等も含めて審議するとともに、その審議結果を公表します。
　また、計画の実効性を高めるため、子どもの意見、住民ニーズなどの社会的要請を的確に捉えていくと
ともに、ＰＤＣＡサイクルのもと、計画の進捗状況を年度ごとに整理し、そうした状況を踏まえつつ、必要に
応じて計画期間の中間年を目安として計画の見直しを行います。

発行 ： 中央区 福祉保健部 子育て支援課
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目１番１号  電話：03-3546-5444
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ACTION
計画の見直し

●区民、事業者、行政、関係機関
　等の連携
●効果的・効率的な事業の推進
●国・都からの情報提供・連携
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計画をもっと詳しく
知りたい方
本編はこちらから
ご覧ください！ 

▲

●子どもの権利条約の「４つの原則」 （出典：公益財団法人日本ユニセフ協会）

日本語訳：（公財）日本ユニセフ協会

差別の禁止
（差別のないこと）

1

子どもの最善の利益
（子どもにとって最もよいこと）

2

生命、生存及び発達に対する権利
（命を守られ成長できること）

3

子どもの意見の尊重
（子どもが意味のある参加ができること）

4

◆子ども・子育て会議とは
　「中央区子ども・子育て会議」とは、この計画の点検・評価や進捗管理
などについて、保護者や子育て支援事業従事者、学識経験者などの委員
に意見を聴き、本区の子どもや子育て家庭の実情を踏まえて施策を実施
していくことを目的として開催している会議です。
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16

プライバシー・
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被害にあった子ども
の回復と社会復帰

39

日本語訳：（公財）日本ユニセフ協会 第 2版 (2022)

　子どもが権利の主体として多様な人格・個性として尊重されるとともに、子どもが互いの人権を尊重し、豊かな心
を育んでいけるよう、子どもの権利の啓発による意識の醸成や理解の促進を図るとともに、子どもへの相談、地域・
社会への参画機会の充実等に取り組み、子どもの成長と活動を応援します。

令和７(2025)年度から令和11（2029）年度までの５年間で、区が取り組むべき子ども・子育て支援施
策を示す「中央区こども計画(第三期中央区子ども・子育て支援事業計画)」を新たに策定しました。

整合性のある計画としています。

意見を反映するように定めています。本区においても、計画策定にあたっては、アンケートやパブリックコメントを通し
て、子どもや子育て当事者の意見を把握し、計画に反映しました。
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福祉計画」の個別計画として、国・都・区の関連する計画等と
整合性のある計画とします。

　「こども基本法」（令和５年４月施行）は、日本国憲法及び子どもの権利条約の精神にのっとり、すべての
子どもや若者が、将来にわたって幸せな生活ができる「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。
　同法では、市町村に「こども計画」を策定することを努力義務にしており、策定にあたっては子どもや子育て当事者の
意見を反映するように定めています。本区においても計画策定にあたっては、アンケートやパブリックコメントを通して、
子どもや子育て当事者の意見を把握し、計画に反映しました。

　「子どもの権利条約」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために、平成元（1989）年に定め
られた条約であり、子どもの権利を尊重し、実践していく上で大切な「４つの原則」を示しています。
また、同条約の18条では、子どもを育てる責任は、まずその親（保護者）にあり、国はその手助けをするとしています。

計画の基本理念

計画の方向性

　子ども（若者を含む）は未来を担う、かけがえのない存在です。子どもを育てる親、子育て・教育関連従事者、
地域、企業・団体、行政等の誰もが子どもを育み、子どもの成長に喜びや生きがいを感じ、自らも成長して
いくことを目指すため、計画の基本理念を定め、中央区らしい子どもまんなかのまちづくりを進めます。

　本計画を実行するため、新たに次の５点の方向性を定め、子ども・子育て施策を展開していきます。

　子どもが権利の主体として多様な人格・個性として尊重されるとともに、子どもが互いの人権を尊重し、豊かな心
を育んでいけるよう、子どもの権利の啓発に取り組むとともに、子どもへの相談、地域・社会への参画機会の充実等
に取り組み、子どもの成長と活動を応援します。

方向性1 子どもの成長と活動を応援します

　子ども・若者が心身ともに健やかに成長できるよう、関係機関が連携し、児童虐待の防止と総合的な支援、子ども
の貧困と格差の解消、ひとり親家庭やヤングケアラー等の配慮が必要な家庭への支援に取り組み、すべての子ども・
若者が幸せな状態で成長できるようにします。

方向性3 特に配慮を必要とする子どもと家庭を支援します

　妊娠前から妊娠・出産、乳幼児期、学童期、思春期、青年期のすべてのライフステージを通して、縦断的に切れ目の
ない支援ができるよう、母子保健分野と子育て支援分野が連携し、多様な子育て支援サービスのさらなる充実や
子どもの居場所づくりに取り組みます。

方向性2 子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

　若者が地域のなかで成長・自立し、他者と連携・協働しながら社会を生き抜き、活躍していけるよう、地域での交流
や活動の中で力を発揮し、ライフデザインを描き、自己決定ができるためのさまざまな情報提供や環境づくり
を進めます。あわせて、生きづらさを抱える若者の支援に取り組みます。

方向性4 若者が成長・活躍できる環境をつくります

　家庭はすべての教育の出発点であり、重要な役割を担っていることから、各家庭の自主性を尊重
しながら、家庭・地域・学校・関係機関が連携し、親が子どもと真剣に向き合い子どもを健やかに育む

「親力」を高めていく必要があります。そのため、家庭教育の充実や地域での子ども・子育て支援等
を通じた地域・社会の連携・協働により、子どもの育ちを支援していきます。

方向性5 地域・社会全体で子ども・若者を育む力を高めます

子どもも育む人も誰もが笑顔輝き、
自分らしく成長できるまち 中央区

計画の進捗管理
　本計画の点検、評価にあたっては、各年度において、中央区子ども・子育て会議を定期的に開催し、本計画に
基づく施策の実施状況等について報告し、見直し等も含めて審議するとともに、その審議結果を公表します。
　また、計画の実効性を高めるため、子どもの意見、住民ニーズなどの社会的要請を的確に捉えていくと
ともに、ＰＤＣＡサイクルのもと、計画の進捗状況を年度ごとに整理し、そうした状況を踏まえつつ、必要に
応じて計画期間の中間年を目安として計画の見直しを行います。

発行 ： 中央区 福祉保健部 子育て支援課
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目１番１号  電話：03-3546-5444

刊行物登録番号 6-100

●子ども・保護者からの意見聴取
●子ども・子育て会議での意見聴取
●量の見込みと確保方策の設定

PLAN
計画の策定

●子ども・子育て会議での調査審議
●事業の進捗管理と評価（毎年度）
●目標達成の目安となる指標
　(KPI)の評価（計画改定年度）

CHECK
計画の評価

●事業の継続・拡充、見直し
●計画の見直し

ACTION
計画の見直し

●区民、事業者、行政、関係機関
　等の連携
●効果的・効率的な事業の推進
●国・都からの情報提供・連携

DO
計画の推進

PDCA

計画をもっと詳しく
知りたい方
本編はこちらから
ご覧ください！ 

▲

●子どもの権利条約の「４つの原則」 （出典：公益財団法人日本ユニセフ協会）

日本語訳：（公財）日本ユニセフ協会

差別の禁止
（差別のないこと）

1

子どもの最善の利益
（子どもにとって最もよいこと）

2

生命、生存及び発達に対する権利
（命を守られ成長できること）

3

子どもの意見の尊重
（子どもが意味のある参加ができること）

4

◆子ども・子育て会議とは
　「中央区子ども・子育て会議」とは、この計画の点検・評価や進捗管理
などについて、保護者や子育て支援事業従事者、学識経験者などの委員
に意見を聴き、本区の子どもや子育て家庭の実情を踏まえて施策を実施
していくことを目的として開催している会議です。

進捗管理

計画の
点検・評価計画の

策定・見直し

16

プライバシー・
名誉の保護

16

あらゆる暴力からの
保護

19

被害にあった子ども
の回復と社会復帰

39

日本語訳：（公財）日本ユニセフ協会 第 2版 (2022)

　子どもが権利の主体として多様な人格・個性として尊重されるとともに、子どもが互いの人権を尊重し、豊かな心
を育んでいけるよう、子どもの権利の啓発による意識の醸成や理解の促進を図るとともに、子どもへの相談、地域・
社会への参画機会の充実等に取り組み、子どもの成長と活動を応援します。

令和７(2025)年度から令和11（2029）年度までの５年間で、区が取り組むべき子ども・子育て支援施
策を示す「中央区こども計画(第三期中央区子ども・子育て支援事業計画)」を新たに策定しました。

整合性のある計画としています。

意見を反映するように定めています。本区においても、計画策定にあたっては、アンケートやパブリックコメントを通し
て、子どもや子育て当事者の意見を把握し、計画に反映しました。



本計画では、目標達成に向けた進捗状況を測るため、 ５つの「方向性」に対し、それぞれ「目標達成の目安となる指標(KPI)」と
方向性を実現するための「基本施策」、「重点事業」を設定しています。

基本施策 重点事業

❶ 子どもの権利の意識の醸成と理解の促進 ◆主権者教育　◆人権教育

❷ 子どもに対する相談体制の充実 ◆子どもと子育て家庭の総合相談　◆教育相談

❸ 子どもの地域・社会への参加・参画の
　 機会の充実 ◆少年リーダー養成研修会　◆スポーツ少年団

❹ 教育内容の充実
◆個性や能力を伸ばす教育の推進
◆豊かな心、温かな人間関係を育む教育の推進
◆健康な体づくりの推進

❺ 自己実現の場と体験機会の提供 ◆文化のリレーの実施

基本施策 重点事業

❶ 育ちに支援を必要とする子どもへの支援 ◆育ちのサポートシステム　◆障害児支援事業
◆特別支援教育の充実　◆適応教室「わくわく21」

❷ 児童虐待の未然防止と切れ目のない
　 総合的支援

◆【地】養育支援訪問事業　◆【地】中央区要保護児童対策地域
協議会・児童虐待情報専用電話「子どもほっとライン」

❸ 子どもの貧困の解消に向けた支援 ◆子どもの学習・生活支援事業　◆ひとり親家庭休養ホーム事業 
◆【地】実費徴収に係る補足給付を行う事業

❹ ひとり親家庭の自立支援 ◆ひとり親家庭相談及び女性相談
◆子どもの学習・生活支援事業【再掲】　◆養育費確保支援事業

❺ ヤングケアラーへの支援 ◆子どもと子育て家庭の総合相談【再掲】
◆ふくしの総合相談窓口【再掲】

目標達成の目安となる指標(KPI)の例

自分のことが
好きだと思う子ども
の割合
●子どもへのアンケート

●現状値 （令和６（2024）年度） ●目標値 （令和10（2028）年度）

小学生　　 ： 63.9％
中学生　　 ： 58.2％
高校生世代 ： 62.9％

小学生　　 ： 70.0％以上
中学生　　 ： 70.0％以上
高校生世代 ： 70.0％以上

少年リーダー養成研修会

方向性1

方向性3

子どもの成長と活動を応援します

特に配慮を必要とする子どもと家庭を支援します

目標達成の目安となる指標(KPI)の例

困っていることや悩んでいることが
あるときに話を聞いてくれる人が
いる子どもの割合
●子どもへのアンケート

●現状値 （令和６（2024）年度） ●目標値 （令和10（2028）年度）

小学生　　 ： 78.9％
中学生　　 ： 76.9％
高校生世代 ： 75.5％

小学生　　 ： 87.0％以上
中学生　　 ： 85.0％以上
高校生世代 ： 83.0％以上

方向性ごとの取組内容

基本施策 重点事業

❶ 子育てに関する相談・情報提供
　 の充実

◆【地】利用者支援事業　◆こども家庭センターの設置
◆【地】乳児家庭全戸訪問事業（新生児等訪問指導）　◆ふくしの総合相談窓口

❷ 妊娠期から出産・子育て期の
　 切れ目ない伴走型支援

◆【地】出産・子育て応援事業　◆バースデーサポート
◆【地】妊婦健康診査　◆子ども子育て応援ネットワーク　◆【地】産後ケア事業

❸ 教育・保育環境の整備 ◆保育環境の整備　◆【地】幼稚園預かり保育

❹ 教育・保育の質の向上 ◆保育園巡回支援・指導検査　◆保育士への支援　◆保幼小の連携

❺ 多様な子育て支援サービスの
　 提供

◆【地】時間外保育事業（延長保育事業）　◆【地】子育て交流サロン「あかちゃん天国」
◆【地】一時預かり保育、【地】トワイライトステイ、【地】ファミリー・サポート・センター事業
◆【地】病児・病後児保育事業　◆【地】子どもショートステイ

❻ 子どもの居場所づくり ◆【地】子どもの居場所づくり（学童クラブ、子どもの居場所「プレディ」、プレディプラス事業）
◆校庭を活用した自転車及びキャッチボール空間の確保

基本施策 重点事業

❶ 若者が地域で力を発揮できる環境づくり ◆青年リーダーの育成

❷ 生きづらさを抱えた若者の支援 ◆うつ病、自殺予防に関する啓発・周知　◆SNS相談
◆ゲートキーパーの養成　◆ふくしの総合相談窓口【再掲】

❸ 若者がライフデザインを描くための支援 ◆キャリア教育　◆青年リーダーの育成【再掲】
◆スポーツ指導者養成セミナー

基本施策 重点事業

❶ 地域における子育て支援 ◆地域家庭教育推進協議会の活動支援　◆地域活動拠点

❷ 子どもを守る安全なまちづくり ◆通学路等の安全確保　◆情報モラル教育の推進
◆若年者への消費者教育及び情報提供

❸ ワーク・ライフ・バランスの推進 ◆ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定

方向性2

方向性4 方向性5

子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

若者が成長・活躍できる環境をつくります 地域・社会全体で子ども・若者を育む力を高めます

目標達成の目安となる指標(KPI)の例
20年後の自分のイメージで「生きがい・やりがいを見つけている」と
回答する高校生世代の割合
●子どもへのアンケート

●現状値 （令和６（2024）年度） ●目標値 （令和10（2028）年度）

高校生世代 ： 70.9％ 高校生世代 ： 80.0％以上

目標達成の目安となる指標(KPI)の例

子育てが楽しいと答える保護者の割合
●子育て支援に関するニーズ調査

中央区が子育てしやすいまちだと思う
保護者の割合
●子育て支援に関するニーズ調査

学童クラブ待機者数

●現状値 （令和５（2023）年度）

●現状値 （令和５（2023）年度）

●現状値 

●目標値 （令和10（2028）年度）

●目標値 （令和10（2028）年度）

●目標値 （令和11（2029）年4月1日）

就学前保護者 ： 94.3％
小学校保護者 ： 92.8％

就学前保護者 ： 79.5％
小学校保護者 ： 83.1％

229人

就学前保護者 ： 97.0％以上
小学校保護者 ： 96.0％以上

就学前保護者 ： 87.0％以上
小学校保護者 ： 87.0％以上

０人

中央区に
「ずっと住み続けたい」と
思う保護者の割合
●子育て支援に関するニーズ調査

目標達成の目安となる指標(KPI)の例

中央区が好きな子どもの
割合
●子どもへのアンケート

●現状値 （令和５（2023）年度） ●目標値 （令和10（2028）年度）

就学前保護者 ： 50.3％
小学校保護者 ： 55.7％

就学前保護者 ： 55.0％以上
小学校保護者 ： 61.0％以上

●現状値 （令和６（2024）年度） ●目標値 （令和10（2028）年度）

小学生　　 ： 84.5％
中学生　　 ： 91.8％
高校生世代 ： 89.4％

小学生　　 ： 89.0％以上
中学生　　 ： 95.0％以上
高校生世代 ： 94.0％以上

中央区の
子育てに関する
情報を発信して

います！

区立幼稚園の預かり保育の様子子育てガイドブック 子育て応援サイト「こどもすくすくナビ」

令和6年度 令和11年度
実績※ 計画

幼稚園等
（教育標準
時間認定）

１号認定
２号認定 ３～５歳児

入園者数Ａ 1,140 1,120
確保方策Ｂ 1,652 1,435
Ｂ－Ａ 512 315

保育所等
（保育認定）

２号認定 ３～５歳児
入所者数Ａ 3,121 3,385
確保方策Ｂ 3,879 4,357
Ｂ－Ａ 758 972

３号認定

２歳児
入所者数Ａ 1,219 1,364
確保方策Ｂ 1,369 1,438
Ｂ－Ａ 150 74

１歳児
入所者数Ａ 1,088 1,304
確保方策Ｂ 1,254 1,326
Ｂ－Ａ 166 22

０歳児
入所者数Ａ 401 464
確保方策Ｂ 522 526
Ｂ－Ａ 121 62

令和５年度 令和11年度
実績 計画

時間外保育事業（延長保育事業） 人／日
利用量 100 304

確保方策 1,161 1,318

放課後児童健全育成事業（学童クラブ）※ 人
利用量 1,364 1,591

確保方策 1,273 1,838

放課後子ども教室（子どもの居場所「プレディ」）※ 人
利用量 3,040 4,134

確保方策 3,040 4,134

子育て短期支援事業（子どもショートステイ） 人日
利用量 117 117

確保方策 2,190 2,555

幼稚園預かり保育 人日
利用量 18,484 16,559

確保方策 31,950 132,505
一時預かり保育・子育て短期支援（トワイライトステイ）、
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 人日

利用量 17,572 19,760
確保方策 65,267 69,827

病児保育事業（病児・病後児保育事業） 人日
利用量 1,637 2,583

確保方策 5,224 5,280

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）※ 人
利用量 － 119

確保方策 － 158

教育・保育事業の需要量見込み及び確保の内容と実施時期

子ども・子育て支援事業等の需要量見込み及び確保の内容と実施時期（抜粋）

　「子ども・子育て支援事業計画」は、子ども・子育て支援法に基づく、保育所・幼稚園などの「教育・保育
施設」や、学童クラブ・一時預かり保育などの「地域子ども・子育て支援事業」の需給計画です。
　人口推計、施設・事業の利用希望や実績などから、今後必要とされる量の見込み（利用に関するニーズ
量）を推計し、それに対応する確保方策（提供体制の確保の内容及びその実施時期）を定めています。

　幼稚園等については、区立
幼稚園のほか認定こども園
短時間保育の定員数を確保
方策としており、量の見込み
を上回っています。
　保育所等の２号認定および
３号認定については、既存
の教育・保育施設等の定員
数に加え、新たに私立認可
保育所の整備等により、量
の見込みを上回っています。

　量の見込みに応じた確保方策（定員数等）の規模を確保できるよう、各事業の取組を進めていきます。

子ども・子育て支援事業計画

（人）

晴海図書館

晴海地域交流センター
「はるみらい」

※「学童クラブ」、「プレディ」の実績は、令和6年4月1日時点
※こども誰でも通園制度（乳児等通園事業）は、令和8年度からの本格実施に向け、検討中

※実績は４月1日現在

※【地】は地域子ども・子育て支援事業

〈令和6年４月版〉
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問合せ先：福祉保健部子育て支援課計画推進等担当係長　☎ 03-3546-5444

是非ご活用ください！
https://chuo-city.mamafre.jp/

学ぶ・出かける

届 出

健 康

おかね
出産育児一時金、子ども医療費助成、
児童手当、ひとり親手当などの情報

あずける

相談する

（一部オンライン相談もできます。）
産・子育てに関する相談先の情報

病院・救急
妊娠出産・子育てに関する
病院と救急連絡の情報

子育て応援サイト「こどもすくすくナビ」とは……
妊娠・出産・子育てに関する行政サービスや情報について

カテゴリー別にまとめられたサイトです。

スマートフォンやタブレット端末を活用し、2次元コードからアクセスすることで、

簡単に必要な情報を手に入れることができます。

保育園や幼稚園の入園、
一時預かり（一時保育）、
病児・病後児保育などの情報

パパママ教室、
子育て交流サロン「赤ちゃん天国」

子ども家庭支援センター「きらら中央」
などの情報

妊婦健診、乳幼児健診、
予防接種などの情報

妊娠届、出生届、
赤ちゃん訪問連絡はがき

などの情報

子育て
応援サイト

妊娠出

　妊娠がわかったら、保健所・保健センター、区役所、
特別出張所窓口で、妊娠届出書を提出してください。
その場で、『母と子の保健バッグ』をお渡しします。
　この中には母子健康手帳、妊婦健康診査受診票、新
生児聴覚検査受診票、赤ちゃん訪問連絡はがき、プレ
ママ教室（母親学級）のお知らせなどが入っています。
早い時期にひととおり目を通しておきましょう。

【妊娠・出産に関する相談窓口のご案内】
　妊娠をして、とまどいや不安な気持ちがあるかもし
れません。中央区では相談支援の専門職（母子保健コー
ディネーター）と地区担当保健師がいますので、お住
まいの地区を担当する保健所または保健センターへご
相談ください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
　月

晴海保健センター健康係
島保健センター健康係 ☎（5560）0765

☎（6381）2972

●交付場所
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
　月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
　晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972
　区民生活課住民記録係 ☎（3546）5320
　日本橋特別出張所区民係 ☎（3666）4253
　月島特別出張所区民係 ☎（3531）1153

晴海特別出張所区民係 ☎（3520）8096

妊娠届・母子健康手帳の交付

　妊婦さんから 3 歳までのお子さんをお持ちのママ・
パパに対して、妊娠週数や乳児の月齢に応じたママの
からだのこと、赤ちゃんの成長の様子、子育てアドバイ
ス、区の母子事業情報などを配信するメールです。次

①あのねママメール（マタニティ）
産前・女性向け

娠妊（スイバドアのへママ、子様の長成の児胎 ：容内
週数に応じたからだのことなど）、区保健師からの
メッセージ、区母子事業の案内など

②あのねパパメール
産前・男性向け

保区、スイバドアのへパパ、子様の長成の児胎 ：容内
健師からのメッセージ、区母子事業の案内など

③あのねママメール（育児）
産後の家族向け

区、スイバドアのて育子、子様の長成のんゃち赤 ：容内
保健師からのメッセージ、区母子事業の案内など

●登録方法

●費用
登録・利用は無料（通信費は自己負担）

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930

「あのねママメール」

妊娠したら

妊娠さんが安心して出産を迎えていただける
よう、妊娠届出以降に専門職（母子保健コー
ディネーター）が面談をします。下記の二次元
コード「ちゅうおう子育てナビアプリ」内の妊
婦面談予約システムより、住所地管轄の保健
所・保健センターに予約をしてください。

妊婦面談

「ちゅうおう子育てナビアプリ」
https://chuo.city-hc.jp

「ちゅうおう子育てナビアプリ」
https://chuo.city-hc.jp

「あのねママメール」は「ちゅうおう子育てナビア
プリ」から登録できます。トップ画面のメニューで
利用サービスを選択してください。
また、トップ画面からはお子さんにあわせた予防接
種スケジュールを自動作成してくれる「かんたん予
防接種スケジュール」もご利用いただけます。

の 3 種類のメールがあります。

4
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本計画では、目標達成に向けた進捗状況を測るため、 ５つの「方向性」に対し、それぞれ「目標達成の目安となる指標(KPI)」と
方向性を実現するための「基本施策」、「重点事業」を設定しています。

基本施策 重点事業

❶ 子どもの権利の意識の醸成と理解の促進 ◆主権者教育　◆人権教育

❷ 子どもに対する相談体制の充実 ◆子どもと子育て家庭の総合相談　◆教育相談

❸ 子どもの地域・社会への参加・参画の
　 機会の充実 ◆少年リーダー養成研修会　◆スポーツ少年団

❹ 教育内容の充実
◆個性や能力を伸ばす教育の推進
◆豊かな心、温かな人間関係を育む教育の推進
◆健康な体づくりの推進

❺ 自己実現の場と体験機会の提供 ◆文化のリレーの実施

基本施策 重点事業

❶ 育ちに支援を必要とする子どもへの支援 ◆育ちのサポートシステム　◆障害児支援事業
◆特別支援教育の充実　◆適応教室「わくわく21」

❷ 児童虐待の未然防止と切れ目のない
　 総合的支援

◆【地】養育支援訪問事業　◆【地】中央区要保護児童対策地域
協議会・児童虐待情報専用電話「子どもほっとライン」

❸ 子どもの貧困の解消に向けた支援 ◆子どもの学習・生活支援事業　◆ひとり親家庭休養ホーム事業 
◆【地】実費徴収に係る補足給付を行う事業

❹ ひとり親家庭の自立支援 ◆ひとり親家庭相談及び女性相談
◆子どもの学習・生活支援事業【再掲】　◆養育費確保支援事業

❺ ヤングケアラーへの支援 ◆子どもと子育て家庭の総合相談【再掲】
◆ふくしの総合相談窓口【再掲】

目標達成の目安となる指標(KPI)の例

自分のことが
好きだと思う子ども
の割合
●子どもへのアンケート

●現状値 （令和６（2024）年度） ●目標値 （令和10（2028）年度）

小学生　　 ： 63.9％
中学生　　 ： 58.2％
高校生世代 ： 62.9％

小学生　　 ： 70.0％以上
中学生　　 ： 70.0％以上
高校生世代 ： 70.0％以上

少年リーダー養成研修会

方向性1

方向性3

子どもの成長と活動を応援します

特に配慮を必要とする子どもと家庭を支援します

目標達成の目安となる指標(KPI)の例

困っていることや悩んでいることが
あるときに話を聞いてくれる人が
いる子どもの割合
●子どもへのアンケート

●現状値 （令和６（2024）年度） ●目標値 （令和10（2028）年度）

小学生　　 ： 78.9％
中学生　　 ： 76.9％
高校生世代 ： 75.5％

小学生　　 ： 87.0％以上
中学生　　 ： 85.0％以上
高校生世代 ： 83.0％以上

方向性ごとの取組内容

基本施策 重点事業

❶ 子育てに関する相談・情報提供
　 の充実

◆【地】利用者支援事業　◆こども家庭センターの設置
◆【地】乳児家庭全戸訪問事業（新生児等訪問指導）　◆ふくしの総合相談窓口

❷ 妊娠期から出産・子育て期の
　 切れ目ない伴走型支援

◆【地】出産・子育て応援事業　◆バースデーサポート
◆【地】妊婦健康診査　◆子ども子育て応援ネットワーク　◆【地】産後ケア事業

❸ 教育・保育環境の整備 ◆保育環境の整備　◆【地】幼稚園預かり保育

❹ 教育・保育の質の向上 ◆保育園巡回支援・指導検査　◆保育士への支援　◆保幼小の連携

❺ 多様な子育て支援サービスの
　 提供

◆【地】時間外保育事業（延長保育事業）　◆【地】子育て交流サロン「あかちゃん天国」
◆【地】一時預かり保育、【地】トワイライトステイ、【地】ファミリー・サポート・センター事業
◆【地】病児・病後児保育事業　◆【地】子どもショートステイ

❻ 子どもの居場所づくり ◆【地】子どもの居場所づくり（学童クラブ、子どもの居場所「プレディ」、プレディプラス事業）
◆校庭を活用した自転車及びキャッチボール空間の確保

基本施策 重点事業

❶ 若者が地域で力を発揮できる環境づくり ◆青年リーダーの育成

❷ 生きづらさを抱えた若者の支援 ◆うつ病、自殺予防に関する啓発・周知　◆SNS相談
◆ゲートキーパーの養成　◆ふくしの総合相談窓口【再掲】

❸ 若者がライフデザインを描くための支援 ◆キャリア教育　◆青年リーダーの育成【再掲】
◆スポーツ指導者養成セミナー

基本施策 重点事業

❶ 地域における子育て支援 ◆地域家庭教育推進協議会の活動支援　◆地域活動拠点

❷ 子どもを守る安全なまちづくり ◆通学路等の安全確保　◆情報モラル教育の推進
◆若年者への消費者教育及び情報提供

❸ ワーク・ライフ・バランスの推進 ◆ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定

方向性2

方向性4 方向性5

子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

若者が成長・活躍できる環境をつくります 地域・社会全体で子ども・若者を育む力を高めます

目標達成の目安となる指標(KPI)の例
20年後の自分のイメージで「生きがい・やりがいを見つけている」と
回答する高校生世代の割合
●子どもへのアンケート

●現状値 （令和６（2024）年度） ●目標値 （令和10（2028）年度）

高校生世代 ： 70.9％ 高校生世代 ： 80.0％以上

目標達成の目安となる指標(KPI)の例

子育てが楽しいと答える保護者の割合
●子育て支援に関するニーズ調査

中央区が子育てしやすいまちだと思う
保護者の割合
●子育て支援に関するニーズ調査

学童クラブ待機者数

●現状値 （令和５（2023）年度）

●現状値 （令和５（2023）年度）

●現状値 

●目標値 （令和10（2028）年度）

●目標値 （令和10（2028）年度）

●目標値 （令和11（2029）年4月1日）

就学前保護者 ： 94.3％
小学校保護者 ： 92.8％

就学前保護者 ： 79.5％
小学校保護者 ： 83.1％

229人

就学前保護者 ： 97.0％以上
小学校保護者 ： 96.0％以上

就学前保護者 ： 87.0％以上
小学校保護者 ： 87.0％以上

０人

中央区に
「ずっと住み続けたい」と
思う保護者の割合
●子育て支援に関するニーズ調査

目標達成の目安となる指標(KPI)の例

中央区が好きな子どもの
割合
●子どもへのアンケート

●現状値 （令和５（2023）年度） ●目標値 （令和10（2028）年度）

就学前保護者 ： 50.3％
小学校保護者 ： 55.7％

就学前保護者 ： 55.0％以上
小学校保護者 ： 61.0％以上

●現状値 （令和６（2024）年度） ●目標値 （令和10（2028）年度）

小学生　　 ： 84.5％
中学生　　 ： 91.8％
高校生世代 ： 89.4％

小学生　　 ： 89.0％以上
中学生　　 ： 95.0％以上
高校生世代 ： 94.0％以上

中央区の
子育てに関する
情報を発信して

います！

区立幼稚園の預かり保育の様子子育てガイドブック 子育て応援サイト「こどもすくすくナビ」

令和6年度 令和11年度
実績※ 計画

幼稚園等
（教育標準
時間認定）

１号認定
２号認定 ３～５歳児

入園者数Ａ 1,140 1,120
確保方策Ｂ 1,652 1,435
Ｂ－Ａ 512 315

保育所等
（保育認定）

２号認定 ３～５歳児
入所者数Ａ 3,121 3,385
確保方策Ｂ 3,879 4,357
Ｂ－Ａ 758 972

３号認定

２歳児
入所者数Ａ 1,219 1,364
確保方策Ｂ 1,369 1,438
Ｂ－Ａ 150 74

１歳児
入所者数Ａ 1,088 1,304
確保方策Ｂ 1,254 1,326
Ｂ－Ａ 166 22

０歳児
入所者数Ａ 401 464
確保方策Ｂ 522 526
Ｂ－Ａ 121 62

令和５年度 令和11年度
実績 計画

時間外保育事業（延長保育事業） 人／日
利用量 100 304

確保方策 1,161 1,318

放課後児童健全育成事業（学童クラブ）※ 人
利用量 1,364 1,591

確保方策 1,273 1,838

放課後子ども教室（子どもの居場所「プレディ」）※ 人
利用量 3,040 4,134

確保方策 3,040 4,134

子育て短期支援事業（子どもショートステイ） 人日
利用量 117 117

確保方策 2,190 2,555

幼稚園預かり保育 人日
利用量 18,484 16,559

確保方策 31,950 132,505
一時預かり保育・子育て短期支援（トワイライトステイ）、
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 人日

利用量 17,572 19,760
確保方策 65,267 69,827

病児保育事業（病児・病後児保育事業） 人日
利用量 1,637 2,583

確保方策 5,224 5,280

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）※ 人
利用量 － 119

確保方策 － 158

教育・保育事業の需要量見込み及び確保の内容と実施時期

子ども・子育て支援事業等の需要量見込み及び確保の内容と実施時期（抜粋）

　「子ども・子育て支援事業計画」は、子ども・子育て支援法に基づく、保育所・幼稚園などの「教育・保育
施設」や、学童クラブ・一時預かり保育などの「地域子ども・子育て支援事業」の需給計画です。
　人口推計、施設・事業の利用希望や実績などから、今後必要とされる量の見込み（利用に関するニーズ
量）を推計し、それに対応する確保方策（提供体制の確保の内容及びその実施時期）を定めています。

　幼稚園等については、区立
幼稚園のほか認定こども園
短時間保育の定員数を確保
方策としており、量の見込み
を上回っています。
　保育所等の２号認定および
３号認定については、既存
の教育・保育施設等の定員
数に加え、新たに私立認可
保育所の整備等により、量
の見込みを上回っています。

　量の見込みに応じた確保方策（定員数等）の規模を確保できるよう、各事業の取組を進めていきます。

子ども・子育て支援事業計画

（人）

晴海図書館

晴海地域交流センター
「はるみらい」

※「学童クラブ」、「プレディ」の実績は、令和6年4月1日時点
※こども誰でも通園制度（乳児等通園事業）は、令和8年度からの本格実施に向け、検討中

※実績は４月1日現在

※【地】は地域子ども・子育て支援事業

〈令和6年４月版〉

妊
娠
し
た
ら

5｜ 子育てガイドブック｜

問合せ先：福祉保健部子育て支援課計画推進等担当係長　☎ 03-3546-5444

是非ご活用ください！
https://chuo-city.mamafre.jp/

学ぶ・出かける

届 出

健 康

おかね
出産育児一時金、子ども医療費助成、
児童手当、ひとり親手当などの情報

あずける

相談する

（一部オンライン相談もできます。）
産・子育てに関する相談先の情報

病院・救急
妊娠出産・子育てに関する
病院と救急連絡の情報

子育て応援サイト「こどもすくすくナビ」とは……
妊娠・出産・子育てに関する行政サービスや情報について

カテゴリー別にまとめられたサイトです。

スマートフォンやタブレット端末を活用し、2次元コードからアクセスすることで、

簡単に必要な情報を手に入れることができます。

保育園や幼稚園の入園、
一時預かり（一時保育）、
病児・病後児保育などの情報

パパママ教室、
子育て交流サロン「赤ちゃん天国」

子ども家庭支援センター「きらら中央」
などの情報

妊婦健診、乳幼児健診、
予防接種などの情報

妊娠届、出生届、
赤ちゃん訪問連絡はがき

などの情報

子育て
応援サイト

妊娠出

　妊娠がわかったら、保健所・保健センター、区役所、
特別出張所窓口で、妊娠届出書を提出してください。
その場で、『母と子の保健バッグ』をお渡しします。
　この中には母子健康手帳、妊婦健康診査受診票、新
生児聴覚検査受診票、赤ちゃん訪問連絡はがき、プレ
ママ教室（母親学級）のお知らせなどが入っています。
早い時期にひととおり目を通しておきましょう。

【妊娠・出産に関する相談窓口のご案内】
　妊娠をして、とまどいや不安な気持ちがあるかもし
れません。中央区では相談支援の専門職（母子保健コー
ディネーター）と地区担当保健師がいますので、お住
まいの地区を担当する保健所または保健センターへご
相談ください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
　月

晴海保健センター健康係
島保健センター健康係 ☎（5560）0765

☎（6381）2972

●交付場所
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
　月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
　晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972
　区民生活課住民記録係 ☎（3546）5320
　日本橋特別出張所区民係 ☎（3666）4253
　月島特別出張所区民係 ☎（3531）1153

晴海特別出張所区民係 ☎（3520）8096

妊娠届・母子健康手帳の交付

　妊婦さんから 3 歳までのお子さんをお持ちのママ・
パパに対して、妊娠週数や乳児の月齢に応じたママの
からだのこと、赤ちゃんの成長の様子、子育てアドバイ
ス、区の母子事業情報などを配信するメールです。次

①あのねママメール（マタニティ）
産前・女性向け

娠妊（スイバドアのへママ、子様の長成の児胎 ：容内
週数に応じたからだのことなど）、区保健師からの
メッセージ、区母子事業の案内など

②あのねパパメール
産前・男性向け

保区、スイバドアのへパパ、子様の長成の児胎 ：容内
健師からのメッセージ、区母子事業の案内など

③あのねママメール（育児）
産後の家族向け

区、スイバドアのて育子、子様の長成のんゃち赤 ：容内
保健師からのメッセージ、区母子事業の案内など

●登録方法

●費用
登録・利用は無料（通信費は自己負担）

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930

「あのねママメール」

妊娠したら

妊娠さんが安心して出産を迎えていただける
よう、妊娠届出以降に専門職（母子保健コー
ディネーター）が面談をします。下記の二次元
コード「ちゅうおう子育てナビアプリ」内の妊
婦面談予約システムより、住所地管轄の保健
所・保健センターに予約をしてください。

妊婦面談

「ちゅうおう子育てナビアプリ」
https://chuo.city-hc.jp

「ちゅうおう子育てナビアプリ」
https://chuo.city-hc.jp

「あのねママメール」は「ちゅうおう子育てナビア
プリ」から登録できます。トップ画面のメニューで
利用サービスを選択してください。
また、トップ画面からはお子さんにあわせた予防接
種スケジュールを自動作成してくれる「かんたん予
防接種スケジュール」もご利用いただけます。

の 3 種類のメールがあります。
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計画策定の背景と位置づけ

◆「こども基本法」とは

◆「子どもの権利条約」とは

　本区では、平成27（2015）年に「第一期中央区子ども・子育て支援事業計画」を策定し、安心して子ども
を産み育てていける環境づくりや子育て支援策を総合的に推進してきました。
　全国的に少子化が急速に進行し、国による「こども基本法」の制定や「こども大綱」の策定などを通じた

「こどもまんなか社会」の実現に向けた取組が講じられる中、本区においても、子ども・若者や子育て家庭
が抱えるさまざまな課題を包括的に支援し、中央区らしい子どもまんなか社会の実現に取り組むため、
令和７(2025)年度から令和11（2029）年度までの５年間で区が取り組むべき子ども・子育て支援施策
を示す「中央区こども計画(第三期中央区子ども・子育て支援事業計画)」を新たに策定しました。
　この計画は、こども基本法に基づく「市町村こども計画」に
位置づけています。また、「中央区基本構想」、「中央区基本計画」
をはじめ、保健・医療・福祉の総合計画である「中央区保健医療
福祉計画」の個別計画として、国・都・区の関連する計画等と
整合性のある計画とします。

　「こども基本法」（令和５年４月施行）は、日本国憲法及び子どもの権利条約の精神にのっとり、すべての
子どもや若者が、将来にわたって幸せな生活ができる「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。
　同法では、市町村に「こども計画」を策定することを努力義務にしており、策定にあたっては子どもや子育て当事者の
意見を反映するように定めています。本区においても計画策定にあたっては、アンケートやパブリックコメントを通して、
子どもや子育て当事者の意見を把握し、計画に反映しました。

　「子どもの権利条約」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために、平成元（1989）年に定め
られた条約であり、子どもの権利を尊重し、実践していく上で大切な「４つの原則」を示しています。
また、同条約の18条では、子どもを育てる責任は、まずその親（保護者）にあり、国はその手助けをするとしています。

計画の基本理念

計画の方向性

　子ども（若者を含む）は未来を担う、かけがえのない存在です。子どもを育てる親、子育て・教育関連従事者、
地域、企業・団体、行政等の誰もが子どもを育み、子どもの成長に喜びや生きがいを感じ、自らも成長して
いくことを目指すため、計画の基本理念を定め、中央区らしい子どもまんなかのまちづくりを進めます。

　本計画を実行するため、新たに次の５点の方向性を定め、子ども・子育て施策を展開していきます。

　子どもが権利の主体として多様な人格・個性として尊重されるとともに、子どもが互いの人権を尊重し、豊かな心
を育んでいけるよう、子どもの権利の啓発に取り組むとともに、子どもへの相談、地域・社会への参画機会の充実等
に取り組み、子どもの成長と活動を応援します。

方向性1 子どもの成長と活動を応援します

　子ども・若者が心身ともに健やかに成長できるよう、関係機関が連携し、児童虐待の防止と総合的な支援、子ども
の貧困と格差の解消、ひとり親家庭やヤングケアラー等の配慮が必要な家庭への支援に取り組み、すべての子ども・
若者が幸せな状態で成長できるようにします。

方向性3 特に配慮を必要とする子どもと家庭を支援します

　妊娠前から妊娠・出産、乳幼児期、学童期、思春期、青年期のすべてのライフステージを通して、縦断的に切れ目の
ない支援ができるよう、母子保健分野と子育て支援分野が連携し、多様な子育て支援サービスのさらなる充実や
子どもの居場所づくりに取り組みます。

方向性2 子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

　若者が地域のなかで成長・自立し、他者と連携・協働しながら社会を生き抜き、活躍していけるよう、地域での交流
や活動の中で力を発揮し、ライフデザインを描き、自己決定ができるためのさまざまな情報提供や環境づくり
を進めます。あわせて、生きづらさを抱える若者の支援に取り組みます。

方向性4 若者が成長・活躍できる環境をつくります

　家庭はすべての教育の出発点であり、重要な役割を担っていることから、各家庭の自主性を尊重
しながら、家庭・地域・学校・関係機関が連携し、親が子どもと真剣に向き合い子どもを健やかに育む

「親力」を高めていく必要があります。そのため、家庭教育の充実や地域での子ども・子育て支援等
を通じた地域・社会の連携・協働により、子どもの育ちを支援していきます。

方向性5 地域・社会全体で子ども・若者を育む力を高めます

子どもも育む人も誰もが笑顔輝き、
自分らしく成長できるまち 中央区

計画の進捗管理
　本計画の点検、評価にあたっては、各年度において、中央区子ども・子育て会議を定期的に開催し、本計画に
基づく施策の実施状況等について報告し、見直し等も含めて審議するとともに、その審議結果を公表します。
　また、計画の実効性を高めるため、子どもの意見、住民ニーズなどの社会的要請を的確に捉えていくと
ともに、ＰＤＣＡサイクルのもと、計画の進捗状況を年度ごとに整理し、そうした状況を踏まえつつ、必要に
応じて計画期間の中間年を目安として計画の見直しを行います。

発行 ： 中央区 福祉保健部 子育て支援課
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目１番１号  電話：03-3546-5444

刊行物登録番号 6-100

●子ども・保護者からの意見聴取
●子ども・子育て会議での意見聴取
●量の見込みと確保方策の設定

PLAN
計画の策定

●子ども・子育て会議での調査審議
●事業の進捗管理と評価（毎年度）
●目標達成の目安となる指標
　(KPI)の評価（計画改定年度）

CHECK
計画の評価

●事業の継続・拡充、見直し
●計画の見直し

ACTION
計画の見直し

●区民、事業者、行政、関係機関
　等の連携
●効果的・効率的な事業の推進
●国・都からの情報提供・連携

DO
計画の推進

PDCA

計画をもっと詳しく
知りたい方
本編はこちらから
ご覧ください！ 

▲

●子どもの権利条約の「４つの原則」 （出典：公益財団法人日本ユニセフ協会）

日本語訳：（公財）日本ユニセフ協会

差別の禁止
（差別のないこと）

1

子どもの最善の利益
（子どもにとって最もよいこと）

2

生命、生存及び発達に対する権利
（命を守られ成長できること）

3

子どもの意見の尊重
（子どもが意味のある参加ができること）

4

◆子ども・子育て会議とは
　「中央区子ども・子育て会議」とは、この計画の点検・評価や進捗管理
などについて、保護者や子育て支援事業従事者、学識経験者などの委員
に意見を聴き、本区の子どもや子育て家庭の実情を踏まえて施策を実施
していくことを目的として開催している会議です。

進捗管理

計画の
点検・評価計画の

策定・見直し

16

プライバシー・
名誉の保護

16

あらゆる暴力からの
保護

19

被害にあった子ども
の回復と社会復帰

39

日本語訳：（公財）日本ユニセフ協会 第 2版 (2022)

　子どもが権利の主体として多様な人格・個性として尊重されるとともに、子どもが互いの人権を尊重し、豊かな心
を育んでいけるよう、子どもの権利の啓発による意識の醸成や理解の促進を図るとともに、子どもへの相談、地域・
社会への参画機会の充実等に取り組み、子どもの成長と活動を応援します。

令和７(2025)年度から令和11（2029）年度までの５年間で、区が取り組むべき子ども・子育て支援施
策を示す「中央区こども計画(第三期中央区子ども・子育て支援事業計画)」を新たに策定しました。

整合性のある計画としています。

意見を反映するように定めています。本区においても、計画策定にあたっては、アンケートやパブリックコメントを通し
て、子どもや子育て当事者の意見を把握し、計画に反映しました。


